
様式第３

　令和７年自転車指導啓発重点地区及び路線 東海警察署

この地区でよく見られる自転車利用者の違反形態
➢ 車道の右側通行 ➢ 一時不停止
➢ 携帯電話及び傘を使用しながらの運転

①
茶屋

交差点 ～ 大府高校北
交差点

4,200 ｍ

選定理由

市道

重点地区を通る路線で自転車事故、違反が多く発生して
おり、JR共和駅、大府駅の利用者も多く、交通頻繁な道
路であるため継続が必要であるため。

②
共和インター

南交差点 ～ 朝日町５丁目
交差点

4,700 ｍ

重点地区を通る路線で自転車事故、違反が多く発生して
おり、JR共和駅、大府駅の利用者も多く、交通頻繁な道
路であるため継続が必要であるため。

選定理由

主要地方道名古屋碧南線

Ⓐ 【重点地区】

選定理由

JR共和駅から高校や大学等に自転車で通学する学生が多
く、東海警察署管内一取り締まられている地区である
が、違反が他の管内と比べても非常に多く。自転車事故
も多発しており、各種取組の継続が必要であるため。

共和交番管内

Ⓑ 【重点地区】

選定理由

大府幹部交番管内

JR大府駅から高校や大学等に自転車で通学する学生が多
く、右側通行や一時不停止等のルール違反が目立ち、自
転車事故が多発しているため。

高低

自転車指導啓発重点路線

自転車指導啓発重点地区

自転車事故密度分布

重傷事故発生場所

死亡事故発生場所

凡 例

朝日町５丁目

交差点

茶屋

交差点

Ⓑ

Ⓐ

①
②

共和インター南交差点

Ⓐ

Ⓑ

①

大府高校北

交差点

管内

重傷事故 死亡事故
区分

自転車関連事故 14300 1

自転車事故件数

東海警察署

②


